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１ 目 的
山梨県では、県内の料理店・宿泊施設が、県産食材を使用したコース料理とその料理に合う県産酒とのペアリングを

提供することにより、県内外の方々が、県内料理店・宿泊施設に足を運び、「やまなし美酒・美食」の魅力を感じて

いただくことを目的として、「やまなし美酒・美食マンス」を開催します。

山梨県観光文化・スポーツ部観光振興課

ワイン県・美食担当

電 話：055-223-8876

ＦＡＸ：055-223-1438

メール：kankou-sk@pref.yamanashi.lg.jp

令和５年度 やまなし美酒・美食マンス開催要領

２ 開催期間
令和６年２月１６日（金）～令和６年３月１７日（日）

３ 内 容

・参加店舗・宿泊施設が県産食材を使用したコース料理と、多種多様な県産酒とのペアリングを提供します。

・県では参加店舗・宿泊施設の店名やコース料理、県産酒とのペアリングの内容について、県のホームページや、

やまなしの美酒・美食の魅力を伝える動画及びWEB広告、冊子、電子リーフレット等を活用して情報発信を行います。

・「やまなし美酒・美食マンス」期間終了後も、上記動画及び冊子等を活用し、参加店舗の料理等の情報をはじめとする

やまなしの美酒・美食の情報を発信し、県内外にPRします。

４ 主 催
山梨県観光文化・スポーツ部観光振興課

５ 応募要件

６ 応募方法

ア参加意思表明 （令和5年11月17日（金）～12月14日（木）まで）

県の担当者が受付を行います。下記メールアドレスに必要事項を記載の上、お申し込みください。

メールアドレス：kankou-sk@pref.yamanashi.lg.jp

（山梨県観光文化・スポーツ部観光振興課 ワイン県・美食担当）

必要事項 ①店名 ②担当者名 ③ふりがな ④店舗のメールアドレス ⑤電話番号（担当者）

イ店舗情報登録 （令和5年12月15日（金）～令和6年1月15日（月）正午まで）

12月上旬に設置予定のやまなし美酒・美食マンス運営事務局がメールで連絡致しますので、

広報するにあたって必要な店舗情報（別紙参照）を令和6年１月15日（月）までにご登録ください。

７ お問い合わせ先

次のア～オの全てを満たすこと。

ア 時季の県産食材を使用したコース料理を提供すること

※ただし、コース料理のうち一品以上、県産食材を使用した料理が含まれていれば可

イ 時季のコース料理とともに県産酒とのペアリングを提案できること

ウ ディナーのコース料理で「5,000円以上（税込）」の金額設定とする

※ただし、上記に県産酒の料金は含まないものとする。

エ 山梨県内に所在し、食品衛生法第55条第1項に係る営業許可を有する料理店等であること

オ 食品表示法、不当景品類及び不当表示防止法、計量法、食品衛生法等の関係法令に違反していないこと

※応募条件に違反していることが判明した場合、参加資格を取り消すことがあります



【店舗・料理等に関する情報】
①店名
②店舗の紹介文
③提供する料理名
④料理の説明
⑤ペアリングする県産酒名（複数可）
⑥「⑤」の醸造会社名
⑦営業時間
⑧定休日
⑨住所
⑩電話番号
⑪駐車場の有無
⑫予約（必要・不要・○日前までに要予約）
⑬店舗HP等URL
⑭料理写真
⑮県産酒の写真
⑯その他特記事項
（例：ラストオーダー時間等）

【主催者からの連絡先に関する情報】
①担当者名
②店舗のメールアドレス
③電話番号（担当者）

【別紙】

ご提供頂く店舗情報の例


